
 瀬戸・高松広域定住自立圏推進委員会規約  

 

 （名称）  

第１条   この会は，瀬戸・高松広域定住自立圏推進委員会（以下「委員会」とい

う。）と称する。  

 （目的）  

第２条   委員会は，安心して暮らせる地域を形成し，大都市圏への人口流出に

よる地方圏の人口減少を食い止める国の定住自立圏構想の下，圏域として必

要な生活機能の確保に関して中心的な役割を担う高松市（以下「中心市」と

いう。）および中心市と連携する意思を有する市町（以下「周辺市町」とい

う。）とが，役割分担と相互の連携協力の下に行う取組等について協議し，圏

域全体の活性化と魅力ある地域を形成することを目的とする。  

  （所掌事務）  

第３条   委員会は，次に掲げる事項について協議する。  

  (1)  定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日総務事務次官通知。以

下「要綱」という。）第５の規定に基づく定住自立圏形成協定に関すること。 

(2)  要綱第６の規定に基づく定住自立圏共生ビジョンに関すること。  

(3)  前２号に掲げるもののほか，委員会の目的を達成するために必要な事項  

  （組織）  

第４条  委員会は，次に掲げる者をもって充てる委員で組織する。  

 (1) 中心市および周辺市町（以下「関係市町」という。）の長  

 (2) 関係市町の議会の議長  

 （会長および副会長）  

第５条   委員会に会長および副会長をそれぞれ１人置く。  

２  会長は中心市の市長の職にある者を，副会長は会長が指名する委員をもって

充てる。  

３  会長は，会務を総理し，委員会を代表する。  

４  副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるとき，または会長が欠けたとき

は，その職務を代理する。  

 （会議）  



第６条  委員会の会議は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。  

２  委員会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ，開くことができない。  

３  委員会の議事は，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。  

４  会長は，必要があると認めるときは，関係者の出席を求め，その意見または

説明を聴くことができる。  

 （事務局）  

第７条  委員会の事務局は，中心市に置く。  

 （委員会の運営の細則）  

第８条  その他委員会の運営に関し必要な事項は，会長が定める。  

    

   附  則  

 この規約は，平成２１年４月１７日から施行する。  

 

 

 

 

                                           


